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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の携帯装置と、前記携帯装置にデータをルート設定し、且つ前記携帯装置からデー
タをルート設定するために使用時に構成されるルータ手段を有する可動ネットワークと、
シグナリングエージェント、複数のディレクトリエージェント、及び前記可動ネットワー
クがメインネットワークと通信するために接続できる複数の離間された接続ポイントを含
むメインネットワークとを含む、電気通信システムであって、使用時に、各ディレクトリ
エージェントはこのディレクトリエージェントと関連付けられるそれぞれの携帯装置にデ
ータをルート設定するためのルーティング情報を記憶し、前記可動ネットワークの接続ポ
イントが変化したことが推論できるシグナリングメッセージに応じて、前記シグナリング
エージェントが各ディレクトリエージェントにそれぞれの更新メッセージを送信するよう
に構成され、前記更新メッセージが、前記更新されたルーティング情報の受信時に、各デ
ィレクトリエージェントが、前記可動ネットワークの前記変化した接続ポイントを考慮に
入れるように、前記記憶されたルーティング情報を更新できるように、更新されたルーテ
ィング情報を各々含む、電気通信システム。
【請求項２】
　ディレクトリエージェントごとに、ディレクトリエージェントによって記憶される前記
それぞれのルーティング情報は、前記ディレクトリエージェントに関連付けられる前記又
は各携帯装置の接続ポイントを推論できる情報を含む、請求項１に記載の電気通信システ
ム。
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【請求項３】
　前記シグナリングメッセージは、前記可動ネットワークが接続される前記変化した接続
ポイントの位相的な位置を示す、請求項１又は２に記載の電気通信システム。
【請求項４】
　前記可動ネットワークは、前記シグナリングメッセージを送信するように構成される、
請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の電気通信システム。
【請求項５】
　前記メインネットワークは、複数のノード及び前記ノードを接続するための複数のリン
クから形成され、前記メインネットワークの各ノードは各ノードへデータをルート設定す
るためのそれぞれのネットワークアドレスを有し、それぞれの携帯装置はそれぞれの携帯
装置と関連付けられたネットワークアドレスを有し、このネットワークアドレスが、前記
可動ネットワークがある接続ポイントから別の接続ポイントに移動するにつれて前記携帯
装置によって保持され、各携帯装置のための前記ディレクトリエージェントは、その携帯
装置の前記ネットワークアドレスと前記可動ネットワークの現在の接続ポイントを示す一
時アドレスとの間のマッピングを記憶する、請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載
の電気通信システム。
【請求項６】
　前記可動ネットワークは、該可動ネットワークの接続ポイントを変更するときに前記シ
グナリングエージェントにシグナリングメッセージを送信するように構成され、前記シグ
ナリングメッセージは少なくとも１つのアドレスを含み、前記アドレスは前記変化した接
続ポイントの位相的な位置を示すプレフィックス部分を有し、前記シグナリングエージェ
ントから各ディレクトリエージェントへの前記更新メッセージはそれぞれのアドレスを含
み、前記アドレスはそれぞれ前記変化した接続ポイントを示す前記プレフィックス部分を
含む、請求項５に記載の電気通信システム。
【請求項７】
　各ディレクトリエージェントが可動ネットワークのそれぞれの携帯装置にデータをルー
ト設定するためのルーティング情報を記憶する複数のディレクトリエージェントと、使用
時に可動ネットワークがメインネットワークと通信するために接続できる複数の離間した
接続ポイントと、シグナリングエージェントとを含むネットワークであって、前記シグナ
リングエージェントは、前記可動ネットワークの接続ポイントが変化したことを推論でき
るシグナリングメッセージに応じて各ディレクトリエージェントにそれぞれの更新メッセ
ージを送信するように構成され、各更新メッセージが、前記更新されたルーティング情報
の受信時に、各ディレクトリエージェントが前記可動ネットワークの前記変化した接続ポ
イントを考慮に入れるために、前記ルーティング情報を更新できるように更新されたルー
ティング情報を含む、ネットワーク。
【請求項８】
　各携帯装置に関して、前記シグナリングエージェントは、一方でその携帯装置のための
識別子と、他方でその携帯装置と関連付けられるディレクトリエージェントのネットワー
ク内の位相的な位置を示すアドレス情報の間のマッピングを維持する、請求項７に記載の
ネットワーク。
【請求項９】
　シグナリングエージェントと、それぞれがデクレィトリエージェントに関連付けられた
それぞれの携帯装置にデータをルート設定するためのルーティング情報を記憶する複数の
ディレクトリエージェントと、複数の携帯装置を有する可動ネットワークがメインネット
ワークと通信するために接続できる複数の離間した接続ポイントとを含むネットワークを
動作する方法であって、
　（１）携帯装置と関連付けられる各ディレクトリエージェントの、アイデンティティ及
び／又はネットワークロケーションの表示を記憶するステップと、
　（２）前記可動ネットワークの現在の接続ポイントを示す一時アドレス情報を、前記可
動ネットワークから受信するステップと、
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　（３）前記一時アドレス情報を受信することに応じて、それぞれのディレクトリエージ
ェントに更新メッセージを送信するためにアイデンティティ及び／又はネットワークロケ
ーションの前記記憶されている表示を使用し、前記更新メッセージは、それぞれ前記更新
されたルーティング情報の受信時に、各ディレクトリエージェントが前記可動ネットワー
クの変化した接続ポイントを考慮に入れるために、前記記憶されているルーティング情報
を更新できるように、更新されたルーティング情報を含むステップと、
を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電気通信システムに関し、特にモバイルネットワークを含む電気通信システム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯通信装置がネットワーク上の異なるポイントに接続することは公知である。したが
って、例えば、ユーザはポータブルコンピュータを１つの接続ポイントに接続し、別の接
続ポイントが設けられている新しい地理的なロケーションに移動し、その新しい接続ポイ
ントでコンピュータをネットワークに接続することができる。複数のユーザが例えば電車
や航空機等の１台の共通の乗り物でいっしょに移動するとき、それぞれのユーザの通信装
置が該乗り物内のローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）等のローカルネットワークに接
続されることが有利な場合がある。互いに通信できるだけではなく、ユーザは通常該ロー
カルネットワークから共通のサービスを受けることができる。更に、メインネットワーク
への接続が無線リンクを通して行われ、ローカルネットワークが送信機／受信機を含む場
合、通信装置はローカルネットワークによって提供される送信機／受信機を利用してよい
。
【０００３】
　メインネットワーク上の異なる接続ポイントで通信装置に接続できるように、「ホーム
エージェント」等のディレクトリファシリティをメインネットワークに設けることができ
る。通常、通信装置ごとのディレクトリファシリティは、通信装置の現在の接続ポイント
へのデータのルーティングを容易にするために使用できる情報を記憶する。ディレクトリ
ファシリティは現在の接続ポイントに対応するアドレスを含んでよい、あるいはディレク
トリファシリティは更なるルーティング情報を検出できるロケーションを示す別のアドレ
スを含んでよい。通信装置の接続ポイントが変化すると、通信装置は通常、それが関連付
けられているディレクトリファシリティにメッセージを送信し、その結果ディレクトリフ
ァシリティに記憶されるルーティング情報は、通信装置の接続ポイントの変更を反映する
ように更新できる。
【発明の開示】
【０００４】
　しかしながら、複数の通信装置がローカルネットワーク又はモバイルネットワークの一
部として共に移動する場合、接続ポイントが変更されたときに通信装置とそのそれぞれの
ディレクトリファシリティの間で必要とされるシグナリングの量は望ましくない場合があ
る。
【０００５】
　本発明の1態様によると、複数の携帯通信装置と、該携帯通信装置との間でデータを送
るために使用するときに配置されるルータ手段とを有するモバイルネットワークと、シグ
ナリングエージェント、複数のディレクトリエージェント、及びメインネットワークと通
信するためにモバイルネットワークが接続できる複数の離間した接続ポイントを含むメイ
ンネットワークとを含む、電気通信システムが提供され、使用中各ディレクトリエージェ
ントは、そのディレクトリエージェントに関連付けられるそれぞれの移動体通信装置にデ
ータを送るためのルーティング情報を記憶し、モバイルネットワークの接続のポイントが
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変化したことを推論できるシグナリングメッセージに応答して、シグナリングエージェン
トは各ディレクトリエージェントへそれぞれの更新メッセージを送信するように構成され
、該更新メッセージはそれぞれ更新されたルーティング情報を含み、その結果、該更新さ
れたルーティング情報の受信時に、モバイルネットワークの接続の変更されたポイントを
考慮に入れるために、各ディレクトリエージェントが記憶されているルーティング情報を
更新できる。
【０００６】
　シグナリングエージェントはそれぞれの更新メッセージを各ディレクトリエージェント
に送信するように構成されているため、各通信装置がこのようなメッセージ自体をこれの
それぞれのディレクトリエージェントに送信する必要性は低くなる。これによりモバイル
ネットワークがその接続ポイントを変更するときにディレクトリファシリティを更新する
ために生成されるシグナリングの量は、各通信装置がそれぞれのディレクトリエージェン
トに接触を試みる場合に生成されるであろうシグナリングと比べて少なくなる。このよう
な通信装置はそれぞれ同時にその接続ポイントを変更する可能性があるため、トラフィッ
クの削減は、モバイルネットワークの一部として移動する通信装置の場合に特に重要にな
る。
【０００７】
　シグナリングメッセージは代わりにモバイルネットワークの現在の接続ポイントのノー
ドによって送信されてよいが、好ましくは、モバイルネットワークはシグナリングメッセ
ージを（生成する、及び／又は）送信するように構成される。シグナリングメッセージは
好ましくは、モバイルネットワークの変更された接続ポイントの位相的な位置を示す情報
を含むであろう。例えばシグナリングメッセージは、現在の接続ポイントに対応するルー
タブルな(routable)ネットワークアドレスを含んでよい。
【０００８】
　各ディレクトリエージェントによって記憶される該それぞれのルーティング情報は、好
ましくは、そのディレクトリエージェントに関連付けられる該又は各携帯通信装置の接続
ポイントが推論できる、あるいはデバイスのロケーション（例えば位相的なロケーション
）を推論できる情報を含むであろう。接続ポイントは直接的に又は間接的に推論されてよ
い。例えば、ディレクトリエージェントは中間ルータの該アドレスを記憶してよく、該中
間ルータ自体がモバイルネットワークの現在の接続ポイントの記録を記憶している。
【０００９】
　モバイルネットワークをメインネットワーク上の接続ポイントに一時的に接続できるよ
うにするために、接続ポイントには好ましくはそれぞれの無線通信手段が備えられ、モバ
イルネットワークは、接続ポイントと携帯電話の間の通信のためにその間に無線リンクを
形成できるように、更なる無線通信手段を含む。これにより、メインネットワークとモバ
イルネットワークの間に便利にリンクを形成し、遮断することができる。代わりに、リン
クは電気的であってよく、接続ポイントはそれぞれ解除できる電気コネクタ手段を有する
。
【００１０】
　接続ポイントは、好ましくは静止型であってよく、それぞれの接地基地局により提供さ
れてよい。しかしながら、接続ポイントは衛星ノードによって形成でき、該ノードは静止
衛星のように接地基準点に対して移動している、又は代わりに静止しているかのどちから
である。好ましい実施形態では、メインネットワークは接地ネットワークであり、シグナ
リングエージェントと少なくとも１つのディレクトリエージェントが１つ又は複数の接地
ノードで提供される。これは便宜的にシグナリングエージェントを既存の（修正された）
ネットワークの一部として使用できるようにする。
【００１１】
　携帯装置のノードは、好ましくは各携帯装置のそれぞれのディレクトリエージェントの
アイデンティティ及び／又はネットワークロケーションを示す、それぞれの又は集合的な
登録メッセージを送信するように構成される。シグナリングエージェントは、更新された
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ルーティング情報をディレクトリエージェントのそれぞれに送信するために、このアイデ
ンティティ及び／又はロケーション情報を記憶して、使用してよい。このようにしてシグ
ナリングエージェントは、モバイルネットワークがその接続ポイントを変更するたびに、
モバイルネットワークがこのアイデンティティ／ロケーション情報を送信する必要性を減
らす。これは、例えばネットワークエージェントが異なる地理的な位置に位置する場合等
、ディレクトリエージェントがそれぞれ異なるネットワークアドレスを有する場合に特に
有利である。ディレクトリエージェント間の分離は少なくとも１ｋｍ又は１０ｋｍ、ある
いは１００ｋｍである場合もある。
【００１２】
　登録メッセージは好ましくは、携帯装置と接触することを希望する可能性がある、ある
いは例えばその携帯装置と現在通信中である、あらゆる発呼者ノード（複数の場合がある
）の表示も含む。これは、発呼者ノードがルート最適化をサポートするように構成されて
いる場合に有効であり、その場合、更新メッセージは発呼者ノードに送信され、その結果
該発呼者ノードはデータを、それが通信する相手の携帯装置の新しいロケーションに直接
的に送ることができる。
【００１３】
　複数のシグナリングエージェントが提供されてよく、それぞれが複数の携帯装置を代行
する。複数のシグナリングエージェントは、例えばモバイルネットワークが、ポータブル
「ラップトップ」コンピュータ又は携帯電話等の異なるクラスの携帯装置を有し、各クラ
スのデバイスが異なるシグナリング要件を有する場合に、有用である。
【００１４】
　メインネットワークは好ましくは所定の位相的な構造を有する。通常、ネットワークは
複数のノードと該ノードを接続するための複数のリンクとによって形成され、メインネッ
トワークの中の各ノードは、そこにデータを送るためのそれぞれのネットワークアドレス
を有する。各ノードはルータ又は他のデータ処理装置であってよく、ネットワーク経路の
交差点に位置する必要はない。例えば、ノードは、コンピュータ端末又は他の通信装置等
の端末装置によって形成されてよい。好ましくはシグナリングエージェント及び各ディレ
クトリエージェントは１つ又は複数のノードで実現され、該ノード及び／又はエージェン
トはそれぞれ、それぞれのノード及び／又はエージェントの該それぞれの位相的な位置を
示すネットワークアドレスを有する。既定のエージェントの機能性は２つ又は複数のノー
ド間で分散されてよく、そのノードは同じ場所に配置される必要はない。メインネットワ
ークは２つ以上のサブネットワークを含んでよく、該サブネットワークは例えば異なる管
理者によって管理されている。ディレクトリエージェントは同じサブネットワークに位置
してよく、あるいはディレクトリエージェントはサブネットワーク間で分散されてよい。
【００１５】
　モバイルネットワークが移動すると、好ましくはモバイルネットワークの携帯装置は共
に移動し、携帯装置間のあらゆる相対的な移動は、モバイルネットワークの移動と重ね合
わされる。したがって、携帯装置の移動は１つの共通の基準点の移動により説明されてよ
く、その共通基準点に対する装置のあらゆる移動は、基準点自体の移動と比べて小さい。
携帯装置をサポートするために可動サポート手段が提供されてよく、その結果サポート手
段の移動は携帯装置の共通した移動を引き起こすであろう。該サポート手段はプラットホ
ーム又は電車などの車両であってよい。好ましくはモバイルネットワークの位相的な構造
は、モバイルネットワークが移動しても同じままとなる。モバイルネットワークはローカ
ルエリアネットワークであってよい。代わりに、モバイルネットワークは、複数の携帯装
置が共に接続され、人物に付される、パーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）であって
よい。ＰＡＮを形成する装置は無線リンクによって接続されてよく、臨機応変にそれら自
体の間で接続を形成してよい（例えば、モバイルルータとして動作する装置の１つ、又は
代わりに装置は、互いに又はユーザによってモバイルルータに接続される必要がある）。
ＰＡＮは、人物に装置を解除可能に接続するための接続手段を含んでよい。
【００１６】
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　モバイルネットワークは、モバイルネットワークの中でデータを送るために、携帯装置
を接続するための２台又は３台以上のルーティング装置を有してよい。携帯装置とルータ
間の接続はそれぞれの電気接続、又は無線リンクによって形成されてよい。モバイルネッ
トワーク内で接続されている装置は、装置がネットワークに入る、又は出るときに変化す
る可能性があるが、モバイルネットワークの位相的な構造は、モバイルネットワークが移
動しても好ましくは未変更のままである。
【００１７】
　メインネットワークを通して効率的にデータを送るために、メインネットワーク内のノ
ードのアドレスは好ましくは互いに対して階層構造で配列され、各アドレスは構成要素の
並べられた組を含み、各ノードはそれと関連付けられる階層レベルを有し、アドレスの各
構成要素は階層レベルに対応し、１つの階層レベルでの高レベルノードは、更に低い階層
レベルである複数の低レベルノードに接続され、それぞれの低い方のレベルのノードのア
ドレスは、高レベルのノードのレベルに対応する構成要素の値が各低レベルノードに共通
である。このようなシステムでは、高レベルノードとそれに接続されている低い方のレベ
ルのノードのそれぞれのアドレスは同じプレフィックスを共有し、先行する構成要素はア
ドレスごとに同じである。異なるノードを区別するには、各ノードのアドレスは好ましく
は異なる後続の構成要素を有するであろう。すなわち、サフィックスはアドレスごとに異
なる。このようなシステムの例は、ＩＰｖ６又はＩＰｖ４等のインターネットプロトコル
に従って実行されているシステムを含む。このようなシステムでは、データは好ましくは
データパケットとして運ばれてよく、各パケットはペイロード部分と、該パケットの宛先
アドレスが記憶されるアドレス部分とを有する。
【００１８】
　好ましくは、各携帯装置はネットワークアドレス、名前、又はそれと関連付けられた他
の識別子等の識別子を有し、この識別子は、モバイルネットワークがある接続ポイントか
ら別の接続ポイントに移動するにつれて携帯装置によって保持され、各携帯装置のディレ
クトリエージェントは、その装置の識別子と、モバイルネットワークの現在の接続ポイン
トを示す（又は現在の接続ポイントにルータブルな、あるいは現在の接続ポイントを通し
た）一時アドレスとの間のマッピングを記憶する。一実施形態では、携帯装置の識別子は
ネットワークアドレスである。携帯装置のネットワークアドレスとその関連するディレク
トリエージェントは好ましくは位相的に関連しているので、その結果ディレクトリエージ
ェントはその携帯装置にアドレス指定されるデータを妨害し、このデータを携帯装置に向
けて送信することができる。しかしながら、携帯装置の識別子が、例えばＤＮＳ名又はＳ
ＩＰ　ＵＲＩという名である場合、携帯装置のネットワークアドレスとその関連付けられ
たディレクトリエージェントが位相的に関連する可能性は低い。
【００１９】
　携帯装置用のディレクトリエージェントがその装置に向かって容易にデータを送ること
ができるように、及び／又は携帯装置用のディレクトリエージェントがポータブルノード
の現在の一時アドレスと通信することを希望するノードに更に容易に知らせることができ
るように、シグナリングエージェントは、好ましくは各エージェントにメッセージを送信
することによってディレクトリエージェントを更新し、既定のディレクトリエージェント
のメッセージは、このエージェントに関連付けられた該又は各携帯装置の該現在の（一時
）アドレスを含む。異なるメッセージが異なるディレクトリエージェントにアドレス指定
されてよい、あるいは代わりにシグナリングエージェントが、１つの集合メッセージを全
てのディレクトリエージェントに一斉送信してよい。
【００２０】
　好ましい実施形態では、モバイルネットワークの携帯装置とルータ手段には関連する一
時アドレスが割り当てられ、関連アドレスは１つの共通したプレフィックス部分を有する
。現在の接続ポイントと関連付けられた一時アドレスは、好ましくはモバイルネットワー
クに割り当てられているアドレスのプレフィックス部分と同じであるプレフィックス部分
を有する。プレフィックス部分は好ましくは接続ポイントの位相的な位置を示し、同じプ
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レフィックスの付いたアドレスをモバイルネットワークへ割り当てることは、データのモ
バイルネットワークへのルーティングを容易にする。このような状況では、モバイルネッ
トワークからのシグナリングメッセージは好ましくは少なくとも１つのアドレスを含み、
該アドレスは共通したプレフィックス部分を有する。同様に、シグナリングエージェント
から各ディレクトリエージェントへの更新メッセージは、好ましくは共通のプレフィック
ス部分を有するアドレスを含む。ディレクトリエージェントのための更新メッセージは携
帯装置自体の一時アドレスを含んでよいか、あるいは代わりに、更新メッセージはモバイ
ルネットワークのルータ手段に割り当てられる一時アドレスを含んでよく、その場合、ル
ータ手段は好ましくは入信パケットを開き、モバイルネットワークの携帯装置の内のどれ
にそのパケットをアドレス指定する必要があるのかを決定するように構成される。
【００２１】
　本発明の更なる態様は添付の特許請求の範囲で述べられる。本発明は、例証として、以
下の図面を参照して更に詳しく説明される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　図１を参照すると、モバイルネットワーク１２が固定された（メイン）ネットワーク１
４と通信できる従来のネットワークシステム１０を有し、固定されたネットワークが一般
的に静止している複数のノード１３を有することが公知である（図１は、本発明によるシ
ステムを示しているが、従来技術を説明するにも使用され、従来の技術と本発明において
同様である構成要素には類似した参照符号が付されている）。モバイルネットワーク１２
は複数の移動可能な、あるいはそれ以外の場合移動性のノード１６（携帯装置）を含み、
それぞれは、それぞれの接続２２によってモバイルネットワーク１２に接続される。モバ
イルノードは、例えば携帯電話又は「ラップトップ」コンピュータ等のコンピュータ装置
又は他の携帯通信装置であってよく、モバイルルータへのそれぞれの接続２２は有線接続
又は無線接続である。モバイルネットワーク１２が移動すると、モバイルノード１６はル
ータ２０と共に移動し、その結果モバイルノードはルータ２０とのそれぞれの接続２２を
保持する。例えば、モバイルルータ２０は電車又は他の車両システムに含まれてよく、モ
バイルノードはそれぞれ電車上の乗客によって運ばれる個人通信装置であってよい。この
ようなモバイルネットワーク１２は車両ネットワークとしても公知である。ノード間の何
らかの相対的な移動は、乗客が電車内を移動するにつれて発生する可能性があるが、明ら
かに、モバイルノードは電車が移動するにつれて、通常モバイルルータ２０と共通して移
動する。モバイルネットワーク１２の構成は通常一時的となる。他のノードはネットワー
クに加わり、（例えば、乗客が電車に乗り込むときに）新しい接続２２を形成してもよい
が、ルータ２０との接続２２を中止し、（例えば、乗客が電車を降りるときに）ネットワ
ークを離れるモバイルノードもある。
【００２３】
　モバイルルータ２０は、無線リンク２８上で固定ネットワーク１４の基地局３０と通信
するための無線送信機／受信機ステージを有する（図１の例では、モバイルネットワーク
１２は基地局ＢＳ－Ａの範囲内に入る）。
【００２４】
　モバイルネットワーク１２が第１の移動局ＢＳ－Ａの範囲内のある点から、第２の基地
局ＢＳ－Ｂの範囲内のある点に移動するとき、ハンドオーバプロセスが発生し、ＢＳ－Ａ
との無線リンク２８が中断され、ＢＳ－Ｂとの新しい無線リンクが形成され、その結果モ
バイルネットワークがＢＳ－Ｂに「アタッチする」。発呼者ノードＣ１が、例えばＭＮ１
等のモバイルノードの１つと通信するためには、発呼者ノードＣ１とモバイルノードＭＮ
１の間のデータは固定ネットワーク１４を通して、特に、モバイルネットワークが移動す
るにつれ、モバイルネットワークの位置に依存する正しい基地局３０を通して、送られな
ければならない。複数のシステム／プロトコルが正しい基地局を通してデータを送るため
に存在する。ＩＰｖ６（インターネットプロトコルバージョンｖ６）システムでは、割り
当て装置３２によって、（基地局３０を含む）各ノード１３に恒久的なＩＰアドレスが割
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り当てられる。各アドレスは複数の、つまりＩＰｖ６の場合１６の構成要素を有し、各構
成要素は異なる階層レベルに属している。アドレスはａ．ｂ．ｃ．ｄ．．．，の形で表現
でき、各文字が１つの構成要素に対応し、アルファベットの上の方の文字が下の方のレベ
ルの構成要素に対応する。固定ネットワーク１４の接続形態(topology)は、それぞれが次
に上のレベルにある共通ノードに接続される低い方のレベルのノードのアドレスが１つの
構成要素を共用するように配置される。共用される構成要素のレベルは共通ノードのレベ
ルに対応する。これにより、パケットにより搬送される宛先ノードのＩＰアドレスのみに
基づいて、固定ネットワークのノード間でパケットを送信できる。
【００２５】
　モバイルルータ２０とモバイルノード１６はそれぞれ、（アドレス割り当て装置３２に
よって）それらに割り当てられるパーマネントアドレスを有する。しかしながら、これら
のノードは固定した位相的な位置を有さないため、ネットワークシステム１０の中では、
これらのノードのＩＰアドレスは、通常は固定ネットワークの他のノードに関してこれの
位置を示さず、従ってモバイルノードのＩＰアドレスは通常、それ自体このノードのこれ
の位置にアドレス指定されるパケットには十分ではない。
【００２６】
　モバイルノードをネットワークシステム内で「発見できる」ようにするために、したが
ってパケットをモバイルノードに送ることができるようにするために、基地局３０は通常
それに接続されるノードに一時アドレスを割り当てる。ＩＰｖ６では、このようなアドレ
スは通常「共有気付アドレス(co-located care of address)」であってよく、これはその
基地局が割り当て装置３２によって過去に割り当てられたスペアｖ６アドレスの集合から
、モバイルノードに割り当てられている。基地局によって割り当てられる気付アドレスは
基地局自体のパーマネントアドレスと共通した構成要素を有し、アドレスの中のこの構成
要素の位置は基地局の階層位置に対応し、その結果宛先が割り当てられた気付アドレスの
１つであるパケットを発行側の基地局に送ることができる。基地局が適切なモバイルノー
ドにパケットを送ることができるようにするために、基地局は、各モバイルノードの気付
アドレスを、モバイルルータ２０が受信するように構成される無線チャネルにマッピング
するテーブルを維持する。各基地局ＢＳ－Ａ、ＢＳ－Ｂは、通常それぞれのアクセスルー
タＡＲ－Ａ、ＡＲ－Ｂを介して固定ネットワークに接続され、アクセスルータは気付アド
レスを記憶し、割り当ててよく、基地局は単にアクセスルータからのメッセージを送信す
るために役立つ。
【００２７】
　各モバイルノードはこれと関連付けられたホームエージェント（ＨＡ）ノードを有し、
該ホームエージェントは、それが関連付けられているモバイルノードのパーマネントアド
レスに送信されるパケットを妨害できるように位相的に配置されている（簡単にするため
に、ホームエージェントノードにはそれと関連付けられる１つのモバイルノードしかない
と仮定される）。ホームエージェントは、対応テーブルの中に、これのモバイルノードの
パーマネントアドレスと該モバイルノードに現在割り当てられている気付アドレスとの間
の、マッピングを記憶する（したがって、各ホームエージェントは一方では該ホームエー
ジェントと関連付けられたモバイルノードの識別子と、他方では関連付けられたモバイル
ノードにデータを送るための他のルーティング情報のための一時アドレスの間のマッピン
グを記憶する。ホームエージェントが複数のモバイルノードのために動作する場合、ホー
ムエージェントは、モバイルノードごとにこのようなマッピングを記憶する）。ホームエ
ージェントがこのモバイルノードについてあらゆるパケットを妨害する場合、ホームエー
ジェントは、それが妨害する各パケットを、宛先アドレスがモバイルノードの気付アドレ
スであるパケットの中にカプセル化し、それによってホームエージェントとモバイルネッ
トワークとの間に「トンネル(tunnel)」を確立するように構成される。ホームエージェン
トは、次にモバイルネットワークに向かってカプセル化されたパケットを送信する。気付
アドレスが、モバイルノードが接続される基地局の位相的な位置を示すため、カプセル化
されたパケットは通常のようにモバイルノードに送ることができる。
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【００２８】
　モバイルノードが図１のモバイルルータＭＲ等の別のモバイルノードを通して送られる
モバイルネットワークの場合には、モバイルノードが接続される基地局ＢＳ－Ａは、アド
レスの集合をモバイルネットワークに、ノードＭＮ１からＭＮ３ごとに１つずつ割り当て
る。モバイルネットワーク１２に割り当てられるアドレスは、好ましくは基地局のアドレ
ス内の相応して設置される構成要素と共通して、ある構成要素を有する（つまり、アドレ
スは同じプレフィックスを有する）。プレフィックスは（基地局でのマッピングを通して
）それと関連付けられた無線チャネルを有し、該無線チャネルはモバイルルータ２０によ
って受信され、その結果モバイルノードＭＮ１からＭＮ３のいずれかにアドレス指定され
たパケットが、基地局ＢＳ－Ａによってモバイルルータに送信されるのは避けられない。
同様にモバイルルータは、（例えば、そのパーマネントアドレスによって識別可能な）各
モバイルノードへの接続と、このモバイルノードと関連付けられている気付アドレスとの
間のマッピングを記憶する。ホームエージェントＨＡ１が設けられているシステムによっ
て、発呼者ノードＣ１は、発呼者ノードＣ１がＭＮ１の現在位置の知識を必要としなくて
もＭＮ１等のモバイルノードと接触できる。発呼者ノードＣ１は単に、それが通信する相
手のモバイルノードＭＮ１のパーマネントアドレスにパケットを送信するだけである。
【００２９】
　各モバイルノードは１つの共通したホームエージェントを共用してよいが、異なるモバ
イルノードは多くの場合それぞれ、図１に示されているようなそれらに関連付けられたそ
れぞれのホームエージェントを有し、ホームエージェントＨＡ１、ＨＡ２、及びＨＡ３は
それぞれモバイルノードＭＮ１、ＭＮ２、ＭＮ３に提供される。通常、ホームエージェン
トは互いに関連していないアドレスを有する。各ホームエージェント（及び同様にシグナ
リングエージェント）は通常、１台又は複数台のプロセッサとメモリを含むハードウェア
で実現され、該ハードウェアは好ましくはノードのコンピュータ装置の一部である。
【００３０】
　例えばＭＮ１等のモバイルノードが、例えば基地局ＢＳ－Ｂを通して新しいポイントで
ネットワーク１４に接続するとき、モバイルノードＭＮ１はこれのホームエージェントＨ
Ａ１に新しい気付アドレスを登録し、ホームエージェントはその対応テーブルを、モバイ
ルノードのパーマネントアドレスを新しい気付アドレスにマッピングするように更新する
。同様に、モバイルネットワーク１２の一部であるそれぞれの他のモバイルノードＭＮ２
、ＭＮ３は、それがネットワーク上の新しいポイントに接続するときにそれの新しい気付
アドレスを登録する。しかしながら、モバイルネットワークのモバイルノードＭＮ１から
ＭＮ３が通常いっしょに移動するモバイルネットワークのケースでは、特にモバイルノー
ドからのトラフィックが図１に図示されるように１つの共通したモバイルルータＭＲを通
して送られる場合、モバイルノードが実質的に同時に新しい基地局に接続する可能性が高
い。したがって、モバイルノードは、実質的に同時にモバイルルータと新しい基地局との
間の無線リンク２８上で、そのそれぞれのホームエージェントに対して登録信号の送信を
試みる可能性が高い。このようなシグナリングは、このリンクが固定ネットワークのノー
ド間のケーブルリンクに比べて相対的に低い帯域幅であるため、無線リンク２８上では望
ましくない場合がある。
【００３１】
　モバイルネットワーク１２と固定ネットワーク１４間で必要とされるシグナリングの量
、特にモバイルネットワーク１２が固定ネットワーク１４で新しいポイントに接続すると
きの該２つのネットワーク間の無線リンク上でのシグナリングの量を削減するためには、
固定ネットワーク内にシグナリングエージェント３４が設けられる。シグナリングエージ
ェントは、モバイルノードがネットワーク上の新しいポイントに接続すると各モバイルノ
ード（例えばＭＮ１）についてホームエージェント（例えばＨＡ１）に通知し、ホームエ
ージェントに、ホームエージェントが新規に配置されるモバイルノードに対してパケット
を「通過させる（ｔｕｎｎｅｌ）」ために必要とされる更新されたアドレス情報を与える
ように、構成される。各モバイルノードからの別のメッセージとは対照的に、シグナリン
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グエージェント３４がモバイルノードの新しいロケーションを通知されるために、ただ１
つのシグナルメッセージだけがモバイルネットワークから必要とされるので、モバイルネ
ットワークと基地局間の無線リンク上で使用される帯域幅の量は削減される。次に、基地
局はより効率的に他のノード又はモバイルネットワークと通信するために使用可能な制限
された帯域幅を使用できる。シグナリングエージェントの存在により節約される帯域幅の
量は、モバイルネットワーク上に多くのモバイルノードがある場合に特に重要になる。図
１には３つのノードだけしか表示されていないが、モバイルネットワークは少なくとも１
０のモバイルノード、又は少なくとも１００のモバイルノード、又は少なくとも１０００
のモバイルノードさえも有してよい。
【００３２】
　図２に図示されるように、モバイルルータ２０は無線段階２６からモバイルノード１６
の１つ又は複数に受信されるパケットを送るため、及び外に向かう伝送のためにモバイル
ノードから無線段階２６にパケットを導くための、ルーティング段階３６を有する。ルー
ティング段階３６、無線段階２６、及びシグナリング段階４０は同じノード内の同じ場所
に配置される必要はない。モバイルネットワークはこれらの段階の複数のインスタンスを
含んでよい。例えば、衛星ノードと通信する無線段階と、ＧＰＲＳ基地局と通信する別の
無線段階があってよい。しかしながら、モバイルネットワークは好ましくは３つ全ての段
階を含むモバイルルータ２０を有する。ルーティング段階３６は、モバイルネットワーク
の部分を形成するモバイルノード１６ごとに、それのモバイルノードのパーマネントアド
レス（又は別のアイデンティティの表示）を、（ａ）モバイルルータ２０がそのノードに
通信できるチャネル又は他のポートに、及び（ｂ）そのノードに一時的に割り当てられる
気付アドレスにマッピングする、ルーティングテーブル３８を記憶する。加えて、モバイ
ルルータ２０は、シグナリングエージェント３４にシグナリング情報を生成／転送するた
めのシグナリング段階４０を有する。
【００３３】
　シグナリングエージェント３４及び／又はシグナリング段階４０の動作は、以下のステ
ップ（順に実行される必要はない）を参照して後述される。つまり、モバイルノード１６
とシグナリング段階４０がシグナリングエージェント３４に登録する登録ステップと、モ
バイルノード１６とシグナリング段階４０が、シグナリングエージェントがもはやそれら
の代わりに信号を送信しないことをシグナリングエージェント３４に知らせる、登録解除
ステップと、シグナリングステップがシグナリングエージェントに、モバイルネットワー
クが新しい基地局の範囲内のポイントに移動したことを知らせる、移動更新段階と、シグ
ナリングエージェントがモバイルノード（及び場合によっては、シグナリング段階）の代
わりにメッセージを送信するシグナリングステップである。
【００３４】
　登録ステップでは、（従来の技術のように、一旦固定ネットワーク１４とモバイルネッ
トワーク１２間で通信が可能になると）シグナリング段階４０はシグナリング段階のアイ
デンティティを示すメッセージをシグナリングエージェント３４に送信する。シグナリン
グエージェントは複数のモバイルネットワークを代行してよく、各モバイルネットワーク
が独自のシグナリング段階を有するため、この情報は、シグナリングエージェントにとっ
ては有効である。入信トラフィックが、図１に示されるようにシグナリング段階と同じ位
置に配置される単一ルータを介してモバイルネットワークに入る場合、シグナリング段階
のアイデンティティは、モバイルルータ２０のパーマネントアドレスにすぎない（つまり
、モバイルルータの「ホーム」アドレスで、ホームアドレスはモバイルルータのホームエ
ージェントに位相的に配置されている）。代わりに、シグナリング段階がモバイルルータ
と同じ位置に配置されないが、別のノード上に配置される場合には、シグナリング段階は
、モバイルネットワークの構成に応じて、例えばそのノードＩＰアドレス又はＭＡＣアド
レスによって識別されてよい。モバイルネットワーク１２の中の各モバイルノード１６は
、シグナリングエージェントにメッセージを送信することによりシグナリングエージェン
ト３４に登録し、このメッセージはそれのパーマネントアドレス等のモバイルノードの識
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別子を含む。モバイルルータはシグナリングエージェント３４に、そのルータに関連付け
られるシグナリング段階のアドレスも示す。シグナリング段階はモバイルルータとは別個
であってよいが、簡単にするために、シグナリング段階４０がルーティング段階と同じ位
置に配置され、その結果ルーティング段階３６とシグナリング段階４０の機能性はモバイ
ルルータ２０内で結合されると仮定する。この場合、シグナリング段階のアイデンティテ
ィはモバイルルータ２０のパーマネントアドレスである。モバイルノードがＩＰｖ６イネ
ーブルされていない（その場合、変換手段が必要とされる場合がある）可能性があるので
、各モバイルノードは、シグナリングエージェント３４とホームエージェントの間の通信
にどのプロトコル（つまり、モバイルノードが通常使用するように構成されるプロトコル
）が使用されなければならないのかを、シグナリングエージェント３４に更に示す。
【００３５】
　各モバイルノードはシグナリングエージェント３４に、モバイルネットワークが新しい
基地局に接続するときに、モバイルノードの気付アドレスで更新されなければならないノ
ードのそれぞれのアドレスを示すリストを送信する。モバイルノードごとに、モバイルノ
ードの新しい気付アドレスについて知らされなければならない「受信側ノード」はそのモ
バイルノードのホームエージェントを含み、その結果ホームエージェントは、必要なとき
に、その対応テーブルをモバイルノードの現在の気付アドレスで更新できる。モバイルノ
ード向けの受信側ノードのこのリストは、好ましくは、そのモバイルノードと通信してい
る、あるいは通信することになる「発呼側ノード」等の他のノードのアドレスも含む。こ
のような発呼側ノードは、その会員名簿上のノードに周期的にニュースアイテムを送信す
るニュースプロバイダを含むことができる。代わりに、発呼者ノードはモバイルノードと
通信する携帯電話であってよい。いずれのケースでも、シグナリングエージェントが、モ
バイルノードの新しい気付アドレスでこれらの発呼者ノードを更新できることが有効であ
ろう。ルート最適化が発生し、発呼者ノードとモバイルノードの間にトンネルが確立され
、次に発呼者ノードがモバイルノードの新しい気付アドレスを知らされた場合には、新し
いトンネルがそのモバイルノードのホームエージェントに最初に接触することなく直接確
立できる。
【００３６】
　前述された登録方法の代替策として、モバイルルータ２０は（モバイルノードがモバイ
ルルータに登録された後に）シグナリングエージェント３４に登録してよく、モバイルル
ータは、シグナリングエージェントに、モバイルルータに登録される各モバイルノードの
パーマネントアドレスを示すメッセージを送信してよい（各モバイルノードの登録メッセ
ージを単に送ることと対照的に）。更なる代替策として、モバイルルータはモバイルノー
ドの登録メッセージを妨害し、モバイルノードの代わりに登録メッセージ自体を送信して
よい。このようにして、シグナリングエージェント３４は、それが代行する各モバイルノ
ード１６のアイデンティティを示す情報を記憶できる。
【００３７】
　モバイルノードがシグナリングエージェント３４の存在を発見するためには、シグナリ
ングエージェントは、該モバイルネットワーク１２に入る各モバイルノードにメッセージ
を送信してよい。このメッセージはシグナリングエージェント３４のアドレスを示し、好
ましくはシグナリングエージェントの能力の他の表示だけではなく、シグナリングエージ
ェント３４が送信できる移動性管理メッセージのタイプを示す。代わりに、シグナリング
エージェント３４は各モバイルノードのメモリに過去に入力された「周知の」アドレスで
到着可能であってよい。どちらにしても、モバイルノードが、例えばモバイルルータ２０
に接続することによってモバイルネットワーク１２に進入すると、モバイルノードはシグ
ナリングエージェントに登録しようと試みることができる。
【００３８】
　移動性更新ステップは、モバイルネットワーク１２が固定ネットワーク１４上でのその
接続ポイントを変更するとき、例えばモバイルルータ２０がＢＳ－Ａと通信するのを中止
し、代わりにＢＳ－Ｂと通信するときに行われる。これが発生すると、モバイルルータ２
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０とモバイルノード１６は基地局ＢＳ－Ａによって過去にそれらに割り当てられた気付ア
ドレスを失い、気付アドレスはそれぞれ基地局ＢＳ－Ｂによって発行される新しいアドレ
スのセットによって置き換えられる。移動性更新が発生するときにモバイルルータ２０か
らシグナリングエージェント３４に送信されるメッセージ（複数の場合がある）は、モバ
イルノードが基地局によってどのように気付アドレスを割り当てられるのかに依存する。
基地局がアドレスのセットをモバイルルータに配信し、このアドレスが１つの共通したプ
レフィックスによって関連付けられている一実施形態では、以下のステップが実行される
。つまり、（ｉ）各モバイルノードは（例えば基地局で）気付アドレスを発行され、この
気付アドレスは該共通のプレフィックスを含み、アドレスのサフィックスはアドレス重複
のリスクを削減するために（モバイルノードのＭＡＣアドレス等の）モバイルノードの一
意の識別子に関連付けられる。（ｉｉ）登録段階では、モバイルルータはシグナリングエ
ージェント３４に、接続ポイントの変更時に、各モバイルノードがこれのサフィックスを
保持し、各モバイルノードの新しい気付アドレスが既存のサフィックスが後に続く新しい
ロケーションのための新しいプレフィックスを有することを知らせる。（ｉｉｉ）モバイ
ルネットワークの接続ポイントが変化するとき、新しいロケーションの新しいプレフィッ
クスの付いたシグナリングメッセージはシグナリングエージェントに送信される。及び（
ｉｖ）（各モバイルノードの表示と、登録段階で受信されたそのモバイルノードのための
サフィックスの間のマッピングを記憶した）シグナリングエージェントは、次に各モバイ
ルノードの気付アドレスを形成するために、新しいプレフィックスと既存のサフィックス
をモバイルノードごとに結合し、シグナリングエージェントは次に新しい気付アドレスが
付いたそれぞれの更新メッセージを、各ホームエージェントに送信する。モバイルルータ
が固定ネットワーク１４内の新しいポイントに接続するたびに、各気付アドレス全体と対
照的にそれぞれの新しい気付アドレスのプレフィックスだけが送信される必要があるため
、これにより、更新ステップを実行するときに無線リンク２８上で必要とされるシグナリ
ングの量は削減される。
【００３９】
　別の実施形態では、モバイルルータは、基地局から受信する気付アドレスの指定された
サフィックスを要求しない。移動性更新ステップでは、モバイルルータは次に、それ自体
に及びモバイルノード１６に割り当てられた新しい気付アドレス全体を、シグナリングエ
ージェントに知らせる。
【００４０】
　シグナリングエージェント３４は一旦、モバイルノードの少なくともいくつかの新しい
気付アドレスを示す情報をモバイルルータから受信すると、シグナリングエージェント３
４は、シグナリングエージェントが各モバイルノードのそれぞれのホームエージェントに
、モバイルノードの新しい気付アドレスを知らせる、シグナリングステップを実行できる
。それを行うために、シグナリングエージェントは登録段階で過去に受信されたホームエ
ージェントのアドレスをメモリロケーションから取り出し、そのモバイルノードの新しい
気付アドレスをホームエージェントに示す「バインディングエージェント」情報を各ホー
ムエージェントに送信する。ホームエージェントがモバイルネットワーク１２内の複数の
モバイルノードを代行している場合、シグナリングエージェントはホームエージェントに
更新メッセージを送信し、この更新メッセージは、シグナリングエージェントが代行して
いる（そのそれぞれのパーマネントアドレスにより識別される）モバイルノードのリスト
を識別する識別子（リスト中のパーマネントアドレスは登録段階でシグナリングエージェ
ントに過去に送信された）と、各モバイルノードの新しい気付アドレスと、更新が前述さ
れたリスト用である旨の表示を含む。
【００４１】
　更新メッセージは、好ましくはシグナリング段階３４によって、ノードＣ１又はＣ２等
の１つ又は複数の対応または「発呼者」ノードにも送信される。携帯装置のホームエージ
ェントは、発呼者ノードがモバイルネットワークの接続ポイントでのあらゆる変更に気付
かずに、発呼者ノードがその携帯装置に達することを可能にするが、発呼者ノードはルー
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ト最適化を実行するように構成されてよく、その結果発呼者ノードはホームエージェント
を通してではなくむしろ直接的に携帯装置にメッセージを送信する。このような状況では
、携帯装置の新しい気付アドレスを含む、シグナリングエージェントからの更新メッセー
ジは、新たなルート最適化を実行し、携帯装置の新しいロケーションに直接的にパケット
を送信するために、発呼者ノードによって使用できる。
【００４２】
　一旦モバイルノードがシグナリングエージェントに無事に登録すると、モバイルネット
ワークが固定ネットワーク上でのその接続ポイントを変更したために、モバイルノードが
新しい気付アドレスを受信するときに、シグナリングエージェントがその代わりに要求さ
れるようにそのディレクトリエージェント（複数の場合がある）に更新メッセージを送信
するため、モバイルノードは更新メッセージをそのそれぞれのホームエージェントに送信
するのを中止することが、明らかに有利である場合がある。
【００４３】
　メインネットワークは複数のシグナリングエージェント３４を含んでよい。シグナリン
グエージェントに現在登録しているモバイルルータ２０は、別のシグナリングエージェン
トに登録してよい。このような再登録は、例えば第１のシグナリングエージェントからの
要求に続いて実行できるであろう。代わりに、モバイルルータは、例えばそれが第２のシ
グナリングエージェントに著しく近い、あるいは第２のシグナリングエージェントがより
よいの能力を有する、又はその使用が安価であるために、再登録を決定できる。好ましく
は第２のシグナリングエージェントは、これに現在登録しているモバイルノード１６につ
いて第１のシグナリングエージェントから情報を取得するであろう。好ましくは、再登録
は第１のシグナリングエージェントからの登録抹消を伴うが、これは必須ではない。
【００４４】
　いくつかのモバイルノード１６は、別のシグナリングエージェントに登録される同じモ
バイルネットワーク１２内の、1のシグナリングエージェントと他方のモバイルノード１
６に登録できる。例えばシグナリングエージェントは、例えば、モバイルＩＰｖ４とモバ
イルＩＰｖ６等のディレクトリエージェントへの、様々な種類の更新メッセージングをサ
ポートできる可能性がある。この場合、モバイルルータは各シグナリングエージェントに
登録され、モバイルネットワークが固定ネットワーク１４上での接続ポイントを変更する
と各メッセージ（複数の場合がある）を送信する。
【００４５】
　モバイルネットワーク１２が固定ネットワーク１４をまさに離れようとするときに、登
録抹消がどのようにして行われるのかは、登録が過去にどのように達成されたのかに左右
される。例えば、各モバイルノードが（モバイルルータを通して）直接的に登録された場
合には、各モバイルノードは、それがモバイルノードのホームエージェントに更新メッセ
ージを送信するようにもはや要求されなくなったことをシグナリングエージェントに示す
メッセージを、シグナリングエージェントに送信することによって、直接的に登録解除す
る。たとえモバイルネットワークが固定ネットワーク１４に接続されたままであってもモ
バイルノードがモバイルネットワークを離れようとする場合には、モバイルノードは登録
抹消メッセージも送信する。モバイルノードがモバイルネットワークをまさに離れようと
するときの登録抹消メッセージは、このような登録抹消を使用せずに、シグナリングエー
ジェントがホームエージェントに対し、モバイルノードのロケーションをもはや示さない
更新済みアドレスを送信し続けてよいため、重要となる。
【００４６】
　図３は、追加のネットワークシステムを示す。固定ネットワーク１４は１つ又は複数の
サブネットワークを含んでよい。例えば、図３に示されるように、固定ネットワークは接
地ネットワーク１４１とトランスポートネットワーク１４２とを含んでよく、それぞれト
ランスポートネットワークと接地ネットワークはそれぞれの境界線ルータ１５１、１５２
を有し、リンク１５３は接地ネットワークとトランスポートネットワーク間での通信を可
能にするために境界線ルータの間に設けられている。ホームエージェントは全てが同じサ
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ブネットワークになくてもよい。例えばＨＡ１は接地ネットワーク１４１内にあってよく
、ＨＡ２はトランスポートネットワーク１４２内にあってよい。
【００４７】
　モバイルネットワークがパーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）である場合には、ネ
ットワークは非常に局所化され、ただ一人の人物と密接に関連付けられるノードのグルー
プによって形成され、単一の装置としていっしょに移動し、ノードはＰＡＮ内の別のノー
ドとの通信を希望する場合がある。それはメインネットワーク内のノードとの通信も希望
する場合がある。このような通信は、メインネットワークとのゲートウェイとして動作す
るＰＡＮ内のノードの１つを通して行われるであろう。
【００４８】
　別の実施形態では、モバイルノード（ＭＮ）は基地局から一時アドレスを取得しない。
代わりにＭＮは、「プライベートアドレス」、すなわちアドレスだけが有意義であるモバ
イルルータ２０からのアドレスを取得し、モバイルネットワーク２４内で使用される必要
がある。モバイルルータは「ネットワークアドレストランスレータ」（ＮＡＴ）機能性を
含み、それによって、モバイルネットワーク内で使用されるＭＮのプライベートアドレス
とパブリックアドレとの間のマッピングを記憶し、その結果モバイルルータは各ＭＮに１
つ割り当てるほど十分なパブリックアドレスを有する。パブリックアドレスは、メインネ
ットワーク内でＭＮが知られるアドレスである。このアドレスに送信されるパケットは、
そのマッピングテーブルの中でこのアドレスを調べ、モバイルネットワーク２４内でＭＮ
に到達できるプライベートアドレスに該アドレスを変更するモバイルルータ２０に到達す
る。反対のマッピングプロセスが逆方向（すなわち、ＭＮがメインネットワーク内のノー
ドにパケットを送信する）で発生する。モバイルネットワークが新しい基地局に移動する
と、それはパブリックアドレスの新しい組を取得する。ＭＮのプライベートアドレスは変
化しないが、モバイルルータはＭＮのプライベートアドレスにマッピングするために、そ
のパブリックアドレスの内、新しいパブリックアドレスを選択することにより、そのマッ
ピングテーブルを更新する。モバイルルータはシグナリングエージェント３４に、各ＭＮ
の新しいパブリックアドレスについて知らせるメッセージを送信する。シグナリングエー
ジェント３４はＭＮの各ホームエージェントを更新する。モバイルルータが各ＭＮに１つ
のパブリックアドレスを割り当てるほど十分なパブリックアドレスを有していない場合に
は、モバイルルータは「ネットワークアドレスポートトランスレータ（ＮＡＰＴ）」機能
性を含み、それによりモバイルネットワーク内で使用されるＭＮのプライベートアドレス
と、ポート番号と結合されるパブリックアドレスとの間のマッピングを記憶する。例えば
一実施形態では、同じパブリックアドレスは全てのＭＮに使用される。モバイルネットワ
ークが新しい基地局に移動すると、それは新しいパブリックアドレスを取得する。モバイ
ルルータはシグナリングエージェント３４にメッセージを送信し、この新しいパブリック
アドレスを知らせる。シグナリングエージェント３４は、ＭＮのＨＡのそれぞれをこの新
しいパブリックアドレスで更新する。代わりに、ＭＮのパーマネントホームアドレスは、
それがあたかも「プライベートアドレス」であるかのようにモバイルネットワーク２４内
で使用できる。このような状況では、モバイルルータ２０はＮＡＴ又はＮＡＰＴの機能性
を有する。
【００４９】
　モバイルネットワーク１２又は、固定ネットワーク１４の一部又は全ては、ＩＰｖ４プ
ロトコルに従って動作してよい。モバイルネットワーク１２が、ＩＰｖ４を使用して動作
する固定ネットワークのそれらの部分に接続されると、モバイルノードは好ましくは共有
されていない気付アドレスを割り当てられ、その結果モバイルネットワークに接続された
基地局は、モバイルノードの気付アドレスと無線チャネルとの間のマッピングを記憶しな
いが、代わりにパケットをカプセル開放し(decapsulate)、それをモバイルノードの気付
アドレスとそのパーマネントアドレスの間のマッピング（パーマネントアドレスと正しい
無線チャネルとの間に設けられているマッピング）を使用して、正しいモバイルノードに
送信する。
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【００５０】
　別の考えられる実施形態では、各モバイルノードが（モバイルネットワークが固定ネッ
トワーク１４上での接続ポイントを変更したために）新しい気付アドレスを有すると知ら
されると、それは、例えばそのホームエージェントに、そのディレクトリエージェント（
複数の場合がある）に対する更新メッセージ、及びルート最適化が使用される場合には「
発呼者ノード」Ｃ１、Ｃ２も送信する（いくつかの他の実施形態では、モバイルノードは
このような更新メッセージを送信しない）。モバイルルータは、（ｉ）このような更新メ
ッセージを認識し、（ｉｉ）他の類似する更新メッセージと共にそれを一時的に記憶し、
（ｉｉｉ）一時的に記憶された更新メッセージのいくつか又は全てを含む新しいメッセー
ジを作成し、（ｉｖ）シグナリングエージェントに新しいメッセージを送信する、そのル
ーティング段階３６と関連付けられる更なる妨害段階９９を有する。このメッセージの受
信時、シグナリングエージェントは、それがつまり正常としてディレクトリエージェント
（複数の場合がある）に送るオリジナルの更新メッセージを抽出する。好ましくは、該妨
害段階９９は、パケット内のプロトコル番号を調べることによって、パケットが（例えば
通常のデータパケットではなく）更新メッセージであることを認識する。つまり妨害段階
９９は注意をするプロトコル番号で事前に構成されるか、あるいはそれ以外の場合モバイ
ルノードがそれを知らせるかのどちらかである。代わりに、妨害段階９９は、パケット内
の宛先アドレスを調べることによって、パケットが（例えば通常のデータパケットではな
く）更新メッセージであることを認識し、モバイルノードはアドレスの妨害段階にそのホ
ームエージェントを早期に知らせていた。これによりモバイルノードがシグナリングエー
ジェント３４に登録する必要性は低くなるが、接続ポイントが変化するたびに、シグナリ
ング段階４０がシグナリングエージェントに新しいロケーション識別子を与えるだけの場
合に必要とされる帯域幅と比較して、無線リンク上でのトラフィックの量が増加する可能
性がある。
【００５１】
　別の実施形態では、類似した開始段階１０１がシグナリングエージェントの中に含まれ
、この段階（ｉ）は移動性更新メッセージ（例えば肯定応答）に対する応答を認識し、（
ｉｉ）メッセージを更新するために他の類似する応答と共にそれを一時的に記憶し、（ｉ
ｉｉ）一時的に記憶された応答メッセージのいくつか又は全てを含む新しいメッセージを
作成し、（ｉｖ）モバイルルータに新しいメッセージを送信する。このメッセージを受信
すると、モバイルルータは、それが次に正常としてモバイルノード（複数の場合がある）
に送信するオリジナルの応答を抽出する。開始段階は、パケットがプロトコル番号（及び
どのモバイルルータがそれを宛先アドレスを通して送信する必要があるのか）を通して、
（例えば通常のデータパケットではなく）応答であることを認識してよい。応答メッセー
ジを妨害できるようにするために、シグナリングエージェントは、例えばそれが基地局に
位置する等、応答が続く順方向経路上にある。
【００５２】
　ノード間の安全な通信を可能にするために、通常、メッセージが送信される前にセキュ
リティ関係性が確立される。例えば、セキュリティ関係性は、共有秘密鍵又は共有鍵を使
用することによって、モバイルノードとシグナリングエージェントの間で確立されてよい
。同様に、セキュリティ関係性はモバイルルータとシグナリングエージェントとの間に確
立されてよい。共有鍵はトークンの形をとってよく、このトークンはモバイルノードによ
ってシグナリングエージェントに送信され、その結果シグナリングエージェントが関連す
るホームエージェントにトークンを与えることができる。通常、各モバイルノードはその
それぞれのホームエージェントに、シグナリングエージェントがホームエージェントに送
信するトークンの詳細を提供し、その結果ホームエージェントはシグナリングエージェン
トを認証できる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明によるネットワークシステムを示す図である。
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【図２】図１に示されているモバイルルータを更に詳細に示す図である。
【図３】追加のネットワークシステムを示す図である。

【図１】 【図２】

【図３】
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